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地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。

令和２年３月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第４号

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に

関する条例の一部を改正する条例

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例

（令和元年北九州市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条中北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第１１条の改 

正規定を次のように改める。 

  第１１条の見出しを「（会計年度任用職員等）」に改め、同条中「非常勤 

職員（再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。）及び臨時 

的任用職員」を「法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員及び法 

第２２条の３第１項その他の法令の規定により臨時的に任用された職員（次 

項において「会計年度任用職員等」という。）」に改め、「前条まで」の次 

に「（第３条第２項を除く。）」 を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 会計年度任用職員等に第３条第２項の規定を適用する場合において、同 

項中「前項の」とあるのは「任命権者が別に定める」と、「人事委員会規 

則で定める」とあるのは「任命権者が定める」とする。 

 第１８条中北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例第１５条の改正規定を次のように改める。 

第１５条を次のように改める。 

（会計年度任用職員） 

 第１５条 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（ 

  次項において「会計年度任用職員」という。）の勤務時間、休日、休暇等 

については、第２条から前条まで（第３条第２項を除く。）の規定にかか 

わらず、人事委員会の承認を得て、教育委員会が別に定める。 

 ２ 会計年度任用職員に第３条第２項の規定を適用する場合において、同項 

中「前項の」とあるのは「教育委員会が別に定める」と、「人事委員会規 

則で定める」とあるのは「教育委員会が定める」とする。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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北九州市土地開発基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和２年３月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第５号

北九州市土地開発基金条例の一部を改正する条例

北九州市土地開発基金条例（昭和４４年北九州市条例第３６号）の一部を次

のように改正する。

第２条第２項中「基金」を「、基金」に、「積立てをする」を「積み立て、

又はその一部を処分する」に改め、同条第３項中「積立て」の次に「又は処分

」を加え、「増加する」を「増加し、又は処分額相当額減少する」に改める。

付 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。
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北九州市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和２年３月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第６号

北九州市手数料条例の一部を改正する条例

北九州市手数料条例（平成１２年北九州市条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。

 別表第３５号中「第４条第４項」を「第４条第３項」に改め、同表第１２０

号の６中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に、「第３１条第１項」を

「第３６条第１項」に、

床面積が３００平方メー

トル未満のもの

１件につき６４，０００円（建

築物エネルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請に対する

審査の場合にあっては、１件に

つき３２，０００円）

床面積が３００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの

１件につき１０１，０００円（

建築物エネルギー消費性能向上

計画の変更の認定の申請に対す

る審査の場合にあっては、１件

につき５０，５００円）

床面積が２，０００平方

メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの

１件につき１６１，０００円（

建築物エネルギー消費性能向上

計画の変更の認定の申請に対す

る審査の場合にあっては、１件

につき８０，５００円）

床面積が５，０００平方

メートル以上のもの

１件につき２１３，０００円（

建築物エネルギー消費性能向上

計画の変更の認定の申請に対す

る審査の場合にあっては、１件

につき１０６，５００円）

評価の対象となる住戸部

分の床面積及び共用部分

の面積の合計面積（以下

１件につき６４，０００円（建

築物エネルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請に対する

を

「

」

「
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この号及び次号において

「評価面積」という。）

が３００平方メートル未

満のもの

審査の場合にあっては、１件に

つき３２，０００円）

評価面積が３００平方メ

ートル以上２，０００平

方メートル未満のもの

１件につき１０１，０００円（

建築物エネルギー消費性能向上

計画の変更の認定の申請に対す

る審査の場合にあっては、１件

につき５０，５００円）

評価面積が２，０００平

方メートル以上５，００

０平方メートル未満のも

の

１件につき１６１，０００円（

建築物エネルギー消費性能向上

計画の変更の認定の申請に対す

る審査の場合にあっては、１件

につき８０，５００円）

評価面積が５，０００平

方メートル以上のもの

１件につき２１３，０００円（

建築物エネルギー消費性能向上

計画の変更の認定の申請に対す

る審査の場合にあっては、１件

につき１０６，５００円）

「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に、「第３１条第２項」を「第３６

条第２項」に改め、同表第１２０号の７中「第３６条第１項」を「第４１条第

１項」に、

性能基準によ

る評価を行う

場合

床面積が２００

平方メートル未

満のもの

１件につき３２

，０００円

床面積が２００

平方メートル以

上のもの

１件につき３６

，０００円

モデル住宅法

による評価を

行う場合

床面積が２００

平方メートル未

満のもの

１件につき１５

，０００円

床面積が２００ １件につき１６

に、

を

「

」

」

「
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平方メートル以

上のもの

，０００円

標準計算法に

よる評価を行

う場合

床面積が２００

平方メートル未

満のもの

１件につき３２

，０００円

床面積が２００

平方メートル以

上のもの

１件につき３６

，０００円

性能基準によ

る評価を行う

場合

性能基準による

評価の対象とな

る住戸部分の床

面積及び共用部

分の面積の合計

面積（以下この

１件につき６４

，０００円

号において「性

能基準評価面積

」という。）が

３００平方メー

トル未満のもの

性能基準評価面

積が３００平方

メートル以上２

，０００平方メ

ートル未満のも

の

１件につき１０

１，０００円

性能基準評価面

積が２，０００

平方メートル以

上５，０００平

方メートル未満

のもの

１件につき１６

１，０００円

性能基準評価面

積が５，０００

１件につき２１

３，０００円

に、

」

「

を
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平方メートル以

上のもの

フロア入力法

による評価を

行う場合

評価面積が３０

０平方メートル

未満のもの

１件につき２５

，０００円

評価面積が３０

０平方メートル

以上２，０００

平方メートル未

満のもの

１件につき４０

，０００円

評価面積が２，

０００平方メー

トル以上５，０

１件につき６３

，０００円

００平方メート

ル未満のもの

評価面積が５，

０００平方メー

トル以上のもの

１件につき８１

，０００円

標準計算法に

よる評価を行

う場合

評価面積が３０

０平方メートル

未満のもの

１件につき６４

，０００円

評価面積が３０

０平方メートル

以上２，０００

平方メートル未

満のもの

１件につき１０

１，０００円

評価面積が２，

０００平方メー

トル以上５，０

００平方メート

ル未満のもの

１件につき１６

１，０００円

評価面積が５， １件につき２１

」

「

に、

16



０００平方メー

トル以上のもの

３，０００円

「仕様基準による評価の対象となる住戸部分の床面積及び共用部分の面積の合

計面積（以下この号において「仕様基準評価面積」という。）」を「評価面積

」に、「仕様基準評価面積が」を「評価面積が」に改め、「ウ 共同住宅等の

うち住戸部分の一部について性能基準による評価を行い、その他の住戸部分に

ついては仕様基準による評価を行う場合にあっては、共用部分の面積は、性能

基準評価面積に含めるものとして技術的審査手数料を算定する。」を削り、「

エ ウの場合における技術的審査手数料の額は、当該共同住宅等の全てを性能

基準によりエネルギー消費性能の評価をした場合の技術的審査手数料の額を超

えないものとする。」を「ウ 共同住宅等のうち住戸部分の一部については標

準計算法による評価を行い、その他の住戸部分については仕様基準による評価

を行う場合における技術的審査手数料の額は、当該共同住宅等の全てを標準計

算法によりエネルギー消費性能の評価をした場合の技術的審査手数料の額を超

えないものとする。」に、「オ」を「エ」に改め、同表第１４０号の２０中「

又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」を「、圧縮天然ガス自動車燃料装置

用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器」に改める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第３５号及び第１４０号

の２０の改正規定は令和２年４月１日から、別表第１２０号の６の改正規定（

「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に、「第３１条第１項」を「第３６

条第１項」に、「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に、「第３１条第２

項」を「第３６条第２項」に改める部分に限る。）及び同表第１２０号の７の

改正規定（「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に改める部分に限る。）

は規則で定める日から施行する。

」
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 北九州市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。

  令和２年３月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第７号

   北九州市印鑑条例の一部を改正する条例

 北九州市印鑑条例（昭和３８年北九州市条例第６０号）の一部を次のように

改正する。

 第２条第２項中「成年被後見人」を「意思能力を有しない者（１５歳未満の

者を除く。）」に改める。

 付則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。

付則第２項に見出しとして「（経過措置）」を付し、付則に次の１項を加え

る。

（通信端末機器による印鑑登録証明書の交付に係る手数料の特例）

３ 令和２年５月１日から令和５年３月３１日までの間、第１４条の２第２項

の規定により印鑑登録証明書の交付を受ける者に係る手数料の額については

、第１５条第２項中「３００円」とあるのは、「２００円」とする。

   付 則

 この条例中第２条第２項の改正規定並びに付則第１項及び第２項に見出しを

付する改正規定は公布の日から、付則に１項を加える改正規定は令和２年５月

１日から施行する。
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北九州市芸術文化施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和２年３月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第８号

北九州市芸術文化施設条例の一部を改正する条例

北九州市芸術文化施設条例（平成１５年北九州市条例第５５号）の一部を次

のように改正する。

別表第２の音楽堂の器具使用料の項中

音響器具 １時間又はその端数ごとに７８０円以下

の範囲内で規則で定める額 

音響器具 １時間又はその端数ごとに７８０円以下

の範囲内で規則で定める額 

映写機 １時間又はその端数ごとに１，９５０円

以下の範囲内で規則で定める額 

改める。

   付 則

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。

「

」

を

」

「

に
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北九州市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例をここに公布す

る。 

  令和２年３月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第９号 

   北九州市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 基本方針（第４条） 

第３章 設備及び運営に関する基準（第５条―第３３条） 

付則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」とい

う。）第６８条の５第１項の規定に基づき、法第２条第３項第８号に掲げる

生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿

泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設（以下「無料低額宿泊所」と

いう。）の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によ

る。 

（無料低額宿泊所の範囲） 

第３条 無料低額宿泊所は、次に掲げる事項を満たすものとする。ただし、他

の法令により必要な規制が行われている等、事業の主たる目的が、生計困難

者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その

他の施設を利用させるものでないことが明らかである場合は、この限りでな

い。 

（１） 次に掲げるいずれかの事項を満たすものであること。 

ア 入居の対象者を生計困難者に限定していること（明示的に限定してい

ない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認め

られる場合を含む。）。 

イ 入居者の総数に占める生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６

条第１項に規定する被保護者（ウ及び第２８条第１１号において「被保

護者」という。）の数の割合がおおむね５０パーセント以上であり、居

室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。 
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ウ 入居者の総数に占める被保護者の数の割合がおおむね５０パーセント

以上であり、利用料（居室使用料及び共益費を除く。）を受領してサー

ビスを提供していること（サービスを提供する事業者が人的関係、資本

関係等において当該施設と密接な関係を有する場合を含む。）。  

（２） 居室使用料が無料又は生活保護法第８条第１項の厚生労働大臣の定

める基準（同法第１１条第１項第３号の住宅扶助に係るものに限る。）に

基づく額以下であること。 

第２章 基本方針 

第４条 無料低額宿泊所は、入居者が地域において自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、現に住居を求めている生計困難者につき、無

料又は低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスを適

切かつ効果的に行うものでなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、入居者の意思及び人格を尊重し、常に入居者の立場に

立ったサービスの提供に努めなければならない。 

３ 無料低額宿泊所は、基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居者

の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、当該入居者が独立して日

常生活を営むことができるか常に把握しなければならない。 

４ 無料低額宿泊所は、独立して日常生活を営むことができると認められる入

居者に対し、当該入居者の希望、退居後に置かれることとなる環境等を勘案

し、当該入居者の円滑な退居のための必要な援助に努めなければならない。 

５ 無料低額宿泊所は、地域との結び付きを重視した運営を行い、法第１４条

の規定により都道府県又は市町村（特別区を含む。第１６条第３項及び第１

７条第３項において同じ。）が設置する福祉に関する事務所（第１６条第３

項、第１７条第３項及び第２８条第１１号において「福祉事務所」という。

）その他の都道府県又は市町村の関係機関、生計困難者の福祉を増進するこ

とを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との連携に努めなければならない。 

第３章 設備及び運営に関する基準 

（構造設備等の一般原則） 

第５条 無料低額宿泊所の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入居者

の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければな

らない。 

（設備の専用） 

第６条 無料低額宿泊所の設備は、専ら当該無料低額宿泊所の用に供するもの
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でなければならない。ただし、入居者に提供するサービスに支障がない場合

は、この限りでない。 

（職員の資格要件等） 

第７条 無料低額宿泊所の長（以下「施設長」という。）は、法第１９条第１

項各項のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業等に２年以上従事した

者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければなら

ない。 

２ 無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員（施設長を除く。第２３条

各項において同じ。）を、できる限り法第１９条第１項各号のいずれかに該

当する者とするよう努めるものとする。 

（暴力団員等の排除） 

第８条 無料低額宿泊所は、次の各号のいずれかに該当してはならない。 

（１） 無料低額宿泊所の設置者（その者が法人である場合にあっては、そ

の役員）又は施設長が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号

において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を

経過しない者（次号及び第３号において「暴力団員等」という。）である

こと。 

（２） 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使

用していること。 

（３） 暴力団員等によりその運営について支配を受けていると認められる

こと。 

（４） 無料低額宿泊所の設置者（その者が法人である場合にあっては、そ

の役員を含む。）又は施設長（次号において「設置者等」という。）が、

福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号。以下この号及び

次号において「県条例」という。）第２３条第１項の規定により県条例第

２２条第１項の勧告（県条例第１５条第２項、第１７条の３、第１９条第

２項又は第２０条第２項の規定に違反する行為に係るものに限る。）に従

わなかった旨の公表をされ、当該公表をされた日から起算して２年を経過

していないこと。 

（５） 設置者等が、県条例第２５条第１項第３号に該当することにより懲

役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなった日から起算して５年を経過していないこと。 

（運営規程） 

第９条 無料低額宿泊所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す
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る規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

（１） 施設の目的及び運営の方針 

（２） 職員の職種、員数及び職務の内容 

（３） 入居定員 

（４） 入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 

（５） 施設の利用に当たっての留意事項 

（６） 非常災害対策 

（７） 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する重要事項 

２ 無料低額宿泊所は、運営規程を定め、又は変更したときは、市長に届け出

なければならない。 

（非常災害対策） 

第１０条 無料低額宿泊所は、消火設備その他の火災、風水害、地震等の非常

災害（以下この条及び第２６条において「非常災害」という。）に際して必

要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害

時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知

しなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、非常災害に備えるため、少なくとも１年に１回以上、

定期的に避難及び救出の訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 

（記録の整備） 

第１１条 無料低額宿泊所は、設備、職員及び会計に関する記録を整備してお

かなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、入居者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる

記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（１） 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

（２） 第３２条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（３） 第３３条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（規模） 

第１２条 無料低額宿泊所は、５人以上の人員を入居させることができる規模

を有するものでなければならない。 

（サテライト型住居の設置） 

第１３条 無料低額宿泊所は、本体となる施設（入居定員が５人以上１０人以

下のものに限る。次項及び第３項において「本体施設」という。）と一体的

に運営される付属施設であって利用期間が原則として１年以下のもの（入居

定員が４人以下のものに限る。以下この条及び次条第７項において「サテラ
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イト型住居」という。）を設置することができる。 

２ サテライト型住居は、本体施設からおおむね２０分で移動できる範囲内に

設置する等、入居者に提供するサービスに支障がないものとする。 

３ 一の本体施設に付属することができるサテライト型住居の数は、次の各号

に掲げる職員配置の状況の区分に応じ、当該各号に定める数以下とする。 

（１） 第７条第１項に規定する資格要件を満たす者が施設長のみ ４ 

（２） 第７条第１項に規定する資格要件を満たす者が施設長のほか１人以

上 ８ 

４ 無料低額宿泊所（サテライト型住居を設置するものに限る。次項において

同じ。）の入居定員の合計は、次の各号に掲げる職員配置の状況の区分に応

じ、当該各号に定める人数以下とする。 

（１） 第７条第１項に規定する資格要件を満たす者が施設長のみ ２０人 

（２） 第７条第１項に規定する資格要件を満たす者が施設長のほか１人以

上 ４０人 

５ 無料低額宿泊所は、サテライト型住居について、第１１条各項の記録のほ

か、第２２条の状況の把握の実施に係る記録を整備し、その完結の日から５

年間保存しなければならない。 

（設備の基準） 

第１４条 無料低額宿泊所の建物は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号

）の規定を遵守するものでなければならない。 

２ 無料低額宿泊所の建物は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）の規定を

遵守するものでなければならない。 

３ 前項に定めるもののほか、無料低額宿泊所は、消火器の設置、自動火災報

知設備等の防火に係る設備の整備に努めなければならない。 

４ 無料低額宿泊所には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、

社会福祉施設その他の施設の設備を利用することにより、当該無料低額宿泊

所の効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者に提供する

サービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。 

（１） 居室 

（２） 炊事設備 

（３） 洗面所 

（４） 便所 

（５） 浴室 

（６） 洗濯室又は洗濯場 

５ 無料低額宿泊所には、必要に応じ、次に掲げる設備その他の施設の円滑な
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運営に資する設備を設けなければならない。 

（１） 共用室 

（２） 相談室 

（３） 食堂 

６ 第４項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

（１） 居室は、次に掲げる基準を満たすこと。 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入居者がその者と生計

を一にする配偶者その他の親族と同居する等、２人以上で入居させるこ

とがサービスの提供上必要と認められる場合は、この限りでない。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 一の居室の床面積（収納設備を除く。）は、７．４３平方メートル以

上とすること。 

エ 出入口の扉は、堅固なものとし、居室ごとに設けること。 

オ 出入口は、屋外、廊下又は広間のいずれかに直接面して設けること。 

カ 各居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達していること。 

（２） 炊事設備は、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

（３） 洗面所は、入居定員に適したものを設けること。 

（４） 便所は、入居定員に適したものを設けること。 

（５） 浴室は、次に掲げる基準を満たすこと。 

ア 入居定員に適したものを設けること。 

イ 浴槽を設けること。 

（６） 洗濯室又は洗濯場は、入居定員に適したものを設けること。 

７ 第３項から第５項までの規定は、サテライト型住居ごとに適用する。 

（職員配置の基準） 

第１５条 無料低額宿泊所に置くべき職員の員数は、入居者の数及び提供する

サービスの内容に応じた適当な員数とし、そのうち１人は、施設長としなけ

ればならない。 

２ 無料低額宿泊所が生活保護法第３０条第１項ただし書に規定する日常生活

支援住居施設（以下この項並びに第１８条第１項及び第２項第７号において

「日常生活支援住居施設」という。）に該当する場合は、前項の規定にかか

わらず、日常生活支援住居施設としての職員配置の要件を満たさなければな

らない。 

（入居申込者に対する説明、契約等） 

第１６条 無料低額宿泊所は、居室の利用その他のサービスの提供の開始に際

しては、あらかじめ、入居申込者（契約の更新の申込者を含む。第６項から
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第１１項までにおいて同じ。）に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制

、当該サービスの内容及び費用その他のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を記した文書を交付して説明を行うとともに、居室の利用に係る

契約とそれ以外のサービスの提供に係る契約（いずれも契約の更新を含み、

次項、第５項及び第６項において「居室の利用等に係る契約」という。）を

それぞれ文書により締結しなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、居室の利用等に係る契約において、契約期間（１年以

内のものに限る。ただし、居室の利用に係る契約であって、建物の賃貸借契

約（借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条の規定による建物の賃貸

借契約を除く。）であるものの場合は、１年とする。）及び解約に関する事

項を定めなければならない。 

３ 無料低額宿泊所は、前項の契約期間の満了前に、あらかじめ、入居者の意

向を確認するとともに、福祉事務所その他の都道府県又は市町村の関係機関

と、当該入居者が継続して無料低額宿泊所を利用する必要性について協議し

なければならない。 

４ 無料低額宿泊所は、第２項の解約に関する事項において、入居者の権利を

不当に害するような条件を定めてはならない。 

５ 無料低額宿泊所は、第２項の解約に関する事項において、入居者が解約を

申し入れたときは速やかに居室の利用等に係る契約を終了する旨を定めなけ

ればならない。 

６ 無料低額宿泊所は、居室の利用等に係る契約において、入居申込者に対し

、保証人を立てさせてはならない。 

７ 無料低額宿泊所は、入居申込者からの申出があった場合には、第１項の規

定による文書の交付に代えて、第１０項で定めるところにより、当該入居申

込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項及び第２項の事項を電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

次に掲げるもの（以下この項第１号イ、第１０項各号列記以外の部分及び第

１１項において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ

の場合において、当該無料低額宿泊所は、当該文書を交付したものとみなす

。 

（１） 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と入居申込者の使用に係る電

子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
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された第１項の重要事項及び第２項の事項を電気通信回線を通じて入居

申込者の閲覧に供し、当該入居申込者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに当該重要事項等を記録する方法（電磁的方法による提供

を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、無料低

額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録

する方法） 

（２） 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファ

イルに第１項の重要事項及び第２項の事項を記録したものを交付する方法 

８ 前項に掲げる方法は、入居申込者がファイルへの記録を出力することによ

り文書を作成することができるものでなければならない。 

９ 第７項第１号の電子情報処理組織とは、無料低額宿泊所の使用に係る電子

計算機と、入居申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。 

１０ 無料低額宿泊所は、第７項の規定により第１項の重要事項及び第２項の

事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入居申込者に対し、その

用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。 

（１） 第７項各号に規定する方法のうち無料低額宿泊所が使用するもの 

（２） ファイルへの記録の方式 

１１ 前項の承諾を得た無料低額宿泊所は、当該入居申込者から文書又は電磁

的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当

該入居申込者に対し、第１項の重要事項及び第２項の事項の提供を電磁的方

法によってしてはならない。ただし、当該入居申込者が再び前項の承諾をし

た場合は、この限りでない。 

（入退居） 

第１７条 無料低額宿泊所は、入居者の入居に際しては、当該入居者の心身の

状況、生活の状況等の把握に努めなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、入居者の心身の状況、入居中に提供することができる

サービスの内容等に照らし、無料低額宿泊所において日常生活を営むことが

困難となったと認められる入居者に対し、当該入居者の希望、退居後に置か

れることとなる環境等を勘案し、当該入居者の状態に適合するサービスに関

する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができる

よう必要な援助に努めなければならない。 

３ 無料低額宿泊所は、入居者の退居に係る援助に当たっては、福祉事務所そ
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の他の都道府県又は市町村の関係機関、生計困難者の福祉を増進することを

目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めなければならない。 

（利用料の受領） 

第１８条 無料低額宿泊所は、入居者から利用料として、次に掲げる費用（第

７号については、当該無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設である場合に

限る。）を受領することができる。 

（１） 食事の提供に要する費用 

（２） 居室使用料 

（３） 共益費 

（４） 光熱水費 

（５） 日用品費 

（６） 基本サービス費 

（７） 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要す

る費用 

２ 前項各号に掲げる費用の基準は、次のとおりとする。 

（１） 食事の提供に要する費用は、食材費及び調理等に関する費用に相当

する金額とすること。 

（２） 居室使用料は、次に掲げる基準を満たすこと。 

ア 当該無料低額宿泊所の整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代

に相当する額等を基礎として合理的に算定された金額とすること。 

イ アに規定する金額以外に、敷金、権利金、謝金等の金品を受領しない

こと。 

（３） 共益費は、共用部分の清掃、備品の整備等の共用部分の維持管理に

要する費用に相当する金額とすること。 

（４） 光熱水費は、居室及び共用部分に係る光熱水費に相当する金額とす

ること。 

（５） 日用品費は、入居者本人が使用する日用品の購入費に相当する金額

とすること。 

（６） 基本サービス費は、入居者の状況の把握等の業務に係る人件費、事

務費等に相当する金額とすること。 

（７） 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要す

る費用は、次に掲げる基準を満たすこと。 

ア 人件費、事務費等（前号の基本サービス費に係るものを除く。）に相

当する金額とすること。 
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イ 日常生活支援住居施設として受領する委託費を除くこと。 

（サービス提供の方針） 

第１９条 無料低額宿泊所は、入居者の健康保持に努めるほか、当該入居者が

安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じた

サービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするた

めの機会を適切に提供しなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、入居者にとって当該無料低額宿泊所全体が一つの住居

であることに鑑み、入居者が共用部分を円滑に使用できるよう配慮した運営

を行わなければならない。 

３ 無料低額宿泊所は、プライバシーの確保に配慮した運営を行わなければな

らない。 

４ 無料低額宿泊所の職員は、入居者に対するサービスの提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、当該入居者に対し、サービスの提供を行う上

で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

（食事） 

第２０条 無料低額宿泊所は、入居者に食事を提供する場合は、量及び栄養並

びに当該入居者の心身の状況及びし好を考慮した食事を、適切な時間に提供

しなければならない。 

（入浴） 

第２１条 無料低額宿泊所は、入居者に対し１日に１回の頻度で入浴の機会を

提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、あらか

じめ、当該入居者に対し当該やむを得ない事情の説明を行うことにより、１

週間に３回以上の頻度とすることができる。 

（状況の把握） 

第２２条 無料低額宿泊所は、原則として１日に１回以上、入居者に対し居室

への訪問等の方法による状況の把握を行わなければならない。 

（施設長の責務） 

第２３条 施設長は、無料低額宿泊所の職員の管理、入居者の入居及び退去に

係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければなら

ない。 

２ 施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う

ものとする。 

（職員の責務） 

第２４条 無料低額宿泊所の職員は、入居者からの相談に応じるとともに、適

切な助言及び必要な支援を行わなければならない。 
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（勤務体制の確保等） 

第２５条 無料低額宿泊所は、入居者に対し適切なサービスを提供できるよう

、職員の勤務体制を整備しておかなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確

保しなければならない。 

３ 無料低額宿泊所は、職員の処遇について、労働に関する法令の規定を遵守

するとともに、職員の待遇の向上に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第２６条 無料低額宿泊所は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させては

ならない。ただし、非常災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。 

（衛生管理等） 

第２７条 無料低額宿泊所は、入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供す

る水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所において感染症、食中毒又は害虫

が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

（日常生活に係る金銭管理） 

第２８条 入居者の金銭の管理は、当該入居者本人が行うことを原則とする。

ただし、金銭の適切な管理を行うことに支障がある入居者であって、無料低

額宿泊所による金銭の管理を希望するものに対し、次に掲げるところにより

無料低額宿泊所が、日常生活に係る金銭を管理することを妨げない。 

（１） 成年後見制度その他の金銭の管理に係る制度をできる限り活用する

こと。 

（２） 無料低額宿泊所が管理する金銭は、当該入居者に係る金銭及びこれ

に準ずるもの（これらの運用により生じた収益を含む。以下この条におい

て「金銭等」という。）であって、日常生活を営むために必要な金額に限

ること。 

（３） 金銭等を無料低額宿泊所が有する他の財産と区分すること。 

（４） 金銭等を当該入居者の意思を尊重して管理すること。 

（５） 第１６条第１項に規定する契約とは別に、当該入居者の日常生活に

係る金銭等の管理に係る事項のみを内容とする契約を締結すること。 

（６） 金銭等の出納を行う場合は、無料低額宿泊所の職員が２人以上で確

認を行う等の適切な体制を整備すること。 
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（７） 入居者ごとに金銭等の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すると

ともに、収支の記録について定期的に入居者に報告を行うこと。 

（８） 当該入居者が退去する場合には、速やかに、管理する金銭等を当該

入居者に返還すること。 

（９） 金銭等の詳細な管理方法、入居者に対する収支の記録の報告方法等

について管理規程を定めること。 

（１０） 前号の管理規程を定め、又は変更したときは、市長に届け出るこ

と。 

（１１） 当該入居者が被保護者である場合は、当該入居者の金銭等の管理

に係る契約の締結時又は変更時には、福祉事務所にその旨の報告を行うこ

と。 

（１２） 金銭等の管理の状況について、市長の求めに応じて速やかに報告

できる体制を整えておくこと。 

（掲示及び公表） 

第２９条 無料低額宿泊所は、入居者の見やすい場所に、運営規程の概要、職

員の勤務の体制その他の入居者のサービスの選択に資すると認められる事項

を掲示しなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、運営規程を公表するとともに、毎会計年度終了後３月

以内に、貸借対照表、損益計算書等の収支の状況に係る書類を公表しなけれ

ばならない。 

（秘密保持等） 

第３０条 無料低額宿泊所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

入居者の秘密を漏らしてはならない。 

２ 無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員であった者が、正当な理由

がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な

措置を講じなければならない。 

（広告） 

第３１条 無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所について広告をする場合は

、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（苦情への対応） 

第３２条 無料低額宿泊所は、その提供したサービスに関する入居者の苦情に

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他

の必要な措置を講じなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を 

 記録しなければならない。 
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３ 無料低額宿泊所は、その提供したサービスに関し、市長から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。 

４ 無料低額宿泊所は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を市長に報告しなければならない。 

５ 無料低額宿泊所は、法第８３条に規定する運営適正化委員会が行う法第８

５条第１項の規定による調査に、できる限り協力しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第３３条 無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により事故が発

生した場合は、速やかに市長、当該入居者の家族等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

３ 無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１３条及び第１

４条第７項の規定は、令和４年４月１日から施行する。 

（居室に関する経過措置） 

２ この条例の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者

自立支援法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４４号）第５条の規

定による改正前の法第６９条第１項の規定による届出がなされている無料低

額宿泊所が事業の用に供している建物（基本的な設備が完成しているものを

含み、この条例の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。

）については、第１４条第６項第１号ア及びエからカまでの規定は、この条

例の施行後３年間は、適用しない。 

３ この条例の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者

自立支援法等の一部を改正する法律第５条の規定による改正前の法第６９条

第１項の規定による届出がなされている無料低額宿泊所が平成２７年６月３

０日において事業の用に供していた建物（基本的な設備が完成していたもの

を含み、同年７月１日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く

。）の居室のうち、第１４条第６項第１号ウに規定する基準を満たさないも

のについては、同号ウの規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる事項を満

たすことを条件として、無料低額宿泊所としての利用に供することができる
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。 

（１） 居室の床面積が、収納設備等を除き、３．３平方メートル以上であ

ること。 

（２） 入居予定者に対し、あらかじめ、居室の床面積が第１４条第６項第

１号ウに規定する基準を満たさないことを記した文書を交付して説明を行

い、同意を得ること。 

（３） 入居者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納

設備を設けること。 

（４） 第１４条第５項第１号の規定にかかわらず、共用室を設けること。 

（５） 居室の床面積の改善についての計画を、市長と協議の上作成するこ

と。 

（６） 前号の規定により作成した計画を市長に提出するとともに、段階的

かつ計画的に第１４条第６項第１号ウに規定する基準を満たすよう必要な

改善を行うこと。 

４ 前項の建物については、同項第６号の改善が図られない限り、新たな居室

の増築はできない。 
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 北九州市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第１０号 

北九州市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号）の一部を次

のように改正する。 

 第１３条中「６１万円」を「６３万円」に改める。 

 第１４条の１４中「１６万円」を「１７万円」に改める。 

第２０条第１項中「２８万円」を「２８万５，０００円」に改め、同条第２

項中「５１万円」を「５２万円」に改める。 

  付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第１３条、第１４条の１４及び第２０条の規定は、令和２年度以

後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料につ

いては、なお従前の例による。 
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北九州市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準等に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。

令和２年３月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第１１号

北九州市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準等に

関する条例の一部を改正する条例

北九州市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準等に関する条例

（平成１２年北九州市条例第２３号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

北九州市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準等に関す

る条例

 第１条中「食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号。以下「法」という。）

第５０条第２項の規定に基づく公衆衛生上講ずべき措置に関し必要な基準並び

に」を削り、「、法」を「、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号。以下「

法」という。）」に改める。

 第２条を削り、第１条の２を第２条とする。

 第４条中「別表第２」を「別表第１」に改める。

 第５条中「別表第３」を「別表第２」に改める。

 別表第１及び別表第１の２を削る。

 別表第２第２６号中「醤油製造業」を「しょうゆ製造業」に改め、同表第３

１号中「めん類製造業」を「麺類製造業」に改め、同表を別表第１とし、別表

第３を別表第２とする。

付 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和２年６月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正前の第２条、別表第１及び別表第１の２の規定は、この条例の施行の

日から令和３年５月３１日までの間は、なおその効力を有する。

しょう
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北九州市旅館業法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

 令和２年３月３１日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第１２号

   北九州市旅館業法施行条例の一部を改正する条例

北九州市旅館業法施行条例（平成１５年北九州市条例第１２号）の一部を次

のように改正する。

第５条に次の１項を加える。

２ 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の施設について、設備の形

態その他の理由により、第２条第２号ア及びカ（第３条第２項及び前条第２

項において準用する場合を含む。）に掲げる基準により難い場合であって、

市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、当該基準によらないことがで

きる。

第７条第７号オ中「遊離残留塩素濃度」の次に「又は３ミリグラム以上のモ

ノクロラミン濃度」を加え、同号ケ中「浴槽内」を「浴槽からあふれ出た湯水

及び浴槽内」に改め、同号サ中「の空気取入口には、」を「は、定期的に清掃

及び消毒をするとともに、空気取入口に」に改め、「講ずる」の次に「等適切

な維持管理を行う」を加え、同号セ中「遊離残留塩素濃度」の次に「又はモノ

クロラミン濃度」を加え、同号に次のように加える。

ソ 水位計配管は、適切な消毒方法で定期的に生物膜を除去すること。

第８条中「第７条第６号ア」を「前条第６号ア」に改め、同条に次の１項を

加える。

２ 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の施設について、設備の形

態その他の理由により、前条第７号ウ及びエに掲げる基準により難い場合で

あって、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、当該基準によらない

ことができる。

 付則第２項中「第２条第３号オ」を「第２条第２号オ」に、「、第４条第２

項及び第５条第２項」を「及び第４条第２項」に改める。

   付 則

 この条例は、令和２年５月１日から施行する。ただし、付則第２項の改正規

定は、公布の日から施行する。
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北九州市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

令和２年３月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第１３号

北九州市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例

北九州市動物の愛護及び管理に関する条例（平成２１年北九州市条例第１３

号）の一部を次のように改正する。

第１０条第１項中「第２６条第１項」を「第２５条の２」に改める。

  第２６条第１項中「第３４条第１項」を「第３７条の３第１項」に、「基づ

き」を「より」に改め、同条第３項中「第２４条第１項」の次に「（法第２４

条の４第１項において読み替えて準用する場合を含む。）」を加え、「又は法

」を「、第２４条の２第３項、第２５条第５項又は」に改める。

 別表第６号中「第１８条第４項」を「第１８条第５項」に改める。

付 則

この条例は、令和２年６月１日から施行する。ただし、第２６条第３項の改

正規定（「第２４条第１項」の次に「（法第２４条の４第１項において読み替

えて準用する場合を含む。）」を加える部分に限る。）及び別表第６号の改正

規定は、公布の日から施行する。
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北九州市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

 令和２年３月３１日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第１４号

   北九州市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例

北九州市公衆浴場法施行条例（平成２４年北九州市条例第５８号）の一部を

次のように改正する。

第４条第２項第１２号中「遊離残留塩素濃度」の次に「又は３ミリグラム以

上のモノクロラミン濃度」を加え、同項第１６号中「浴槽水」を「浴槽からあ

ふれ出た湯水及び浴槽水」に改め、同項第１８号中「の空気取入口には、」を

「は、定期的に清掃及び消毒をするとともに、空気取入口に」に改め、「講ず

る」の次に「等適切な維持管理を行う」を加え、同項第２０号中「遊離残留塩

素濃度」の次に「又はモノクロラミン濃度」を加え、同項中第２１号を第２２

号とし、第２０号の次に次の１号を加える。

（２１） 水位計配管は、適切な消毒方法で定期的に生物膜を除去すること

 。

第６条中「第４条第１項第６号」を「第４条第１項第１号から第３号まで、

第６号及び第１３号並びに第２項第４号、第１０号及び第１１号」に改める。

   付 則

 この条例は、令和２年５月１日から施行する。
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北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

令和２年３月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第１５号

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第４号）の一部を次のように改正する。

別表第１の保育所の項中

〃    

千防〃  

〃   戸畑区千防一

丁目１番１５号

〃    

天籟寺〃  

〃   〃  菅原一

丁目５番７号

〃    

千防〃

〃   戸畑区千防一

丁目１番１５号

改め、同表の児童厚生施設の項中

〃    枝光〃  〃   八幡東区日の

出一丁目１４番１号

〃    山王〃  〃   〃   山王

一丁目２番１２号

〃    槻田〃  〃   〃   東山

二丁目３番５号

〃    枝光〃  〃   八幡東区日の

出一丁目１４番１号

〃    中原〃  〃   戸畑区中原西

三丁目８番１４号

〃    西戸畑〃  〃   〃  明治町

１番９号

「

「

「

「

「

」

」

」

」

」

を

を

を

に

に 、
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〃    中原〃  〃   戸畑区中原西

三丁目８番１４号

改める。

付 則

この条例中別表第１の児童厚生施設の項の改正規定（

〃    枝光〃  〃   八幡東区日の

出一丁目１４番１号

〃    山王〃  〃   〃   山王

一丁目２番１２号

〃    槻田〃  〃   〃   東山

二丁目３番５号

〃    枝光〃  〃   八幡東区日の

出一丁目１４番１号

改める部分に限る。）は公布の日から、同表の保育所の項の改正規定及び児童

厚生施設の項の改正規定（

〃    中原〃  〃   戸畑区中原西

三丁目８番１４号

〃    西戸畑〃  〃   〃  明治町

１番９号

〃    中原〃  〃   戸畑区中原西

三丁目８番１４号

改める部分に限る。）は令和２年４月１日から施行する。

「

」

に

「

を

を

」

」

に

に

「

「

「

」

」
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 北九州市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

令和２年３月３１日 

北九州市長  北  橋  健  治 

北九州市条例第１６号 

北九州市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する 

条例の一部を改正する条例 

北九州市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成

２６年北九州市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第３項各号列記以外の部分中「都道府県知事」の次に「又は地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長」を

加える。 

付  則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。 

令和２年３月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第１７号 

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例 

の一部を改正する条例 

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第３６条の２第２項中「及びひびき動物ワールド」を「、ひびき動物ワール

ド及び旧安川邸」に、「に規定する」を「の規定による」に改め、同条第３項

中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

別表第１の２中 

響

灘

緑

地

駐

車

施

設

大型自動車 

中型自動車 

１台１回

（１日以

内） 

１，０００円 大型自動車、

中型自動車及

び普通自動車

の区分は、改

正前の道路交

通法第３条に

規定するとこ

ろによる。 

普通自動車 ３００円

響

灘

緑

地

駐

車

施

設

大型自動車 

中型自動車 

１台１回

（１日以

内） 

１，０００円 大型自動車、

中型自動車及

び普通自動車

の区分は、改

正前の道路交

通法第３条に

規定するとこ

ろによる。 

普通自動車 ３００円

旧

安

川

邸

入

場

料

区分 一般 小学校の児童

及び中学校の

生徒 

個人 １人 ２６０円 １３０円

「

」
「

を

に
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  団体（

２５人

以上） 

１回 ２００円 １００円

改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この条例の施行の日前になされた旧安川邸に係る改正後の北九州市都市公

園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）の規定による指定管理者の指定の手続に相当する手続は、改正後の

条例の規定によりなされたものとみなす。 

」
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北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

令和２年３月３１日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第１８号

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成４年北

九州市条例第２６号）の一部を次のように改正する。

別表第１中

貫弥生が丘 北九州広域都市計画貫弥生が丘地区地区計画の区域の

地区地区整 うち、地区整備計画が定められた区域

備計画区域

貫弥生が丘 北九州広域都市計画貫弥生が丘地区地区計画の区域の

地区地区整 うち、地区整備計画が定められた区域

備計画区域

堀越地区地 北九州広域都市計画堀越地区地区計画の区域のうち、

区整備計画 地区整備計画が定められた区域

区域

改める。

別表第２中

貫弥生が丘地区地 次に掲げる建築物以外の １０分 １０分 ２００ 外壁等の面か ２．０ （１） 外壁等 １０メ

区整備計画区域 もの の６ の４ 平方メ ら道路境界線 メート の中心線の長 ートル

（１） 住宅 ートル までの距離 ル さの合計が３

（２） 住宅で、延べ面 （集会 ．０メートル

積の２分の１以上を居 所若し 外壁等の面か １．０ 以下であるも

住の用に供し、かつ、 くは公 ら隣地境界線 メート の

令第１３０条の３各号 民館又 までの距離 ル （２） 物置そ

に掲げる用途を兼ねる は巡査 の他これに類

もの（これらの用途に 派出所 する用途に供

供する部分の床面積の 、公衆 し、軒の高さ

合計が５０平方メート 電話所 が２．３メー

ルを超えるものを除く その他 トル以下で、

。） これら かつ、床面積

（３） 共同住宅 に類す の合計が５平

（４） 集会所又は公民 る公益 方メートル以

館 上必要 内であるもの

（５） 幼稚園又は保育 な建築

所 物の敷

を

「

を

に

」

」

「

「
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（６） 診療所 地を除

（７） 巡査派出所、公 く。)

衆電話所その他これら

に類する公益上必要な

建築物

（８） 前各号の建築物

に付属するもの

貫弥生が丘地区地 次に掲げる建築物以外の １０分 １０分 ２００ 外壁等の面か ２．０ （１） 外壁等 １０メ

区整備計画区域 もの の６ の４ 平方メ ら道路境界線 メート の中心線の長 ートル

（１） 住宅 ートル までの距離 ル さの合計が３

（２） 住宅で、延べ面 （集会 ．０メートル

積の２分の１以上を居 所若し 外壁等の面か １．０ 以下であるも

住の用に供し、かつ、 くは公 ら隣地境界線 メート の

令第１３０条の３各号 民館又 までの距離 ル （２） 物置そ

に掲げる用途を兼ねる は巡査 の他これに類

もの（これらの用途に 派出所 する用途に供

供する部分の床面積の 、公衆 し、軒の高さ

合計が５０平方メート 電話所 が２．３メー

ルを超えるものを除く その他 トル以下で、

。） これら かつ、床面積

（３） 共同住宅 に類す の合計が５平

（４） 集会所又は公民 る公益 方メートル以

館 上必要 内であるもの

（５） 幼稚園又は保育 な建築

所 物の敷

（６） 診療所 地を除

（７） 巡査派出所、公 く。)

衆電話所その他これら

に類する公益上必要な

建築物

（８） 前各号の建築物

に付属するもの

堀越地区 Ａ地区 次に掲げる建築物以外の １０分 １０分 ５００ 外壁等の面か ５．０ （１） 外壁等 ３０メ

地区整備 もの の１０ の６ 平方メ ら市道志井９ メート の中心線の長 ートル

計画区域 （１） 工場（産業廃棄 ートル ３号線、市道 ル さの合計が３

物処理施設を除く。） 堀越１２号線 ．０メートル

（２） 研究所 若しくは市道 以下であるも

（３） 地区内にある事 堀越１３号線 の

業所の従業員の福利厚 の道路境界線 （２） 物置そ

生の用に供するもの 又は地区整備 の他これに類

（４） 前３号の建築物 計画区域の境 する用途に供

に付属するもの 界である隣地 し、軒の高さ

境界線までの が２．３メー

距離 トル以下で、

かつ、床面積

の合計が５平

方メートル以

内であるもの

（３） 自動車

車庫（令第１

３６条の９第

１号に該当す

るものに限る

。）

（４） 自転車

駐車場

Ｂ地区 都市計画法第４条第１１ １０分 １０分 ５００ 外壁等の面か ５．０ （１） 外壁等

項に規定する第二種特定 の１０ の６ 平方メ ら市道志井９ メート の中心線の長

工作物に付属する建築物 ートル ３号線、市道 ル さの合計が３

以外のもの 志井堀越３号 ．０メートル

線若しくは市 以下であるも

道堀越１３号 の

線の道路境界 （２） 物置そ

線又は地区整 の他これに類

備計画区域の する用途に供

境界である隣 し、軒の高さ

地境界線まで が２．３メー

の距離 トル以下で、

かつ、床面積

」

「

に
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の合計が５平

方メートル以

内であるもの

（３） 自動車

車庫（令第１

３６条の９第

１号に該当す

るものに限る

。）

（４） 自転車

駐車場

改め、同表の湯川地区地区整備計画区域の文化・教育地区の項ア欄第３号中「

前２号」を「前３号」に改め、同号を同欄第４号とし、同欄第２号の次に次の

１号を加える。

（３） 保育所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計

が１，５００平方メートル以内のもの

付 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。

」
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北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条

例をここに公布する。 

令和２年３月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第１９号 

北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業施行規程の一部を 

改正する条例 

北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業施行規程（平成１８年北九州

市条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「北鷹見町１３番１０号」を「大浦二丁目１３番７号」に改める。 

第２６条各号列記以外の部分中「の日」を「があった日の翌日」に、「年６

パーセントを」を「同日における法定利率を」に、「、年６パーセント」を「

、当該法定利率」に改める。 

   付 則 

 この条例中第２６条各号列記以外の部分の改正規定は令和２年４月１日から

、第５条の改正規定は規則で定める日から施行する。 
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北九州市港湾施設管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年３月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第２０号 

北九州市港湾施設管理条例の一部を改正する条例 

北九州市港湾施設管理条例（昭和５２年北九州市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条第１項中「基づき」を「より」に、「第７条」を「第７条各号列記以

外の部分」に、「第８条、第９条第１項」を「第８条第１項及び第３項、第９

条第１項各号列記以外の部分」に、「及び第１０条」を「並びに第１０条第２

項」に改め、同条第２項を削る。 

第７条各号列記以外の部分中「第５条第１項の規定に基づく」を「第５条の

」に改め、同条第６号中「以下」を削る。 

第８条第１項中「第５条第１項」を「第５条」に、「以下この章及び次章」

を「第３項、第１０条各項及び第１１条」に改める。 

第９条の見出し中「又は」を「及び」に改め、同条第１項各号列記以外の部

分中「第５条第１項の規定による」を「第５条に規定する」に改め、同条第２

項中「前項に定める」を「前項の」に改める。 

 第２３条第３項を削り、同条第４項を同条第３項とする。 

 第２４条第１項各号列記以外の部分中「ものとし、第３号に掲げる船舶のう

ち北九州港洞海地区に入港する船舶にあっては、前条第２項に係る部分の入港

料に限る」を削る。 

第２９条の４第２号中「こと（」の次に「北九州市旧門司税関及び」を加え

る。 

第３７条第１項第１号中「第５条第１項」を「第５条」に改め、「規定によ

る」を削り、同項第５号中「第２８条」を「第２８条各項」に改め、同項第６

号中「規定による報告」を「報告」に改める。 

別表第１の１ 通常使用の使用料の表の荷さばき施設の荷さばき地及び付属

施設の荷さばき地の項中「一般埠頭」を「一般埠頭」に改める。 

   付 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第２３条第３項を削

り、同条第４項を同条第３項とする改正規定、第２４条第１項各号列記以外の

部分の改正規定及び第２９条の４第２号の改正規定は、公布の日から施行する

。 

ふ  
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北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

令和２年３月３１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第２１号 

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

条例 

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第

８号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の専修学校の項を次のように改める。 

専修学校 北九州市立高等理容美容

学校 

北九州市八幡東区西本町

二丁目２番１号 

 〃   戸畑高等専修 

学校 

〃  戸畑区沢見一丁

目３番４７号 

別表第３の１ 学校教育関係の表の専修学校の項を次のように改める。 

専

修

学

校 

高等

理容

美容 

学校 

入学料    ２，０００円 入学の日から１０日以内に納入

すること。 

授業料 月額４，８００円 毎月２５日までに納入すること

。 

  入学選

考料

１，５００円 入学願書を提出するときに徴収

する。

  実習費 実費相当額 毎月２５日までに納入すること

。 

 戸畑

高等

専修 

学校 

入学料 ２，０００円 入学の日から１０日以内に納入

すること。 

 授業料 月額４，８００円 １  高等学校等就学支援金の支

給に関する法律第３条第１項

に規定する高等学校等就学支

援金の受給権者（同法第４条

の認定を受けた者をいう。）

にあっては、当該高等学校等

就学支援金を充てるものとす

る。 

２  前項の受給権者以外の者に

あっては、毎月２５日（市長

が必要と認めるときは、別に

定める日）までに納入するこ

と。 
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  手数料 入学者の選考  １，５００円 入学願書を提出するときに徴収

する。 

   卒業証明書、成績

証明書又はその他

の証明書 

１枚につき２００円 国又は地方公共団体が事務上必

要とするときは、無料とする。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （令和２年度の北九州市立高等理容美容学校の入学に係る入学選考料の特例

） 

２ この条例の施行の日前に北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例第

４条及び別表第３の１ 学校教育関係の表の各種学校の高等理容美容学校の

項の規定により徴収した令和２年度の各種学校の北九州市立高等理容美容学

校の入学に係る入学選考料は、改正後の別表第３の１ 学校教育関係の表の

専修学校の高等理容美容学校の項の規定により徴収した入学選考料とみなす

。 
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北九州市港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する

。 

令和２年３月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第２２号 

北九州市港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則 

北九州市港湾施設管理条例施行規則（昭和５２年北九州市規則第３１号）の

一部を次のように改正する。 

第２条各号列記以外の部分中「第５条第１項」を「第５条」に、「基づき」

を「より」に改め、同条第４号中「旧大連航路上屋（」を「北九州市旧門司税

関及び旧大連航路上屋（いずれも」に改める。 

第４条の見出し中「又は」を「及び」に改め、同条第１項中「第５条第１項

」を「第５条」に、「基づき」を「より」に改め、「あらかじめ」の次に「（

用途指定使用にあっては、使用予定日の２０日前までに）」を加え、「以下第

４４条を除き」を「第４４条第１号を除き、以下」に、「以下同条を除き」を

「第７条第１項において」に、「。第５条」を「。次条各項」に改め、同項た

だし書を削る。 

第１８条の表以外の部分中「第５条第１項」を「第５条」に、「基づく」を

「より」に改め、「次の」の次に「表の施設の欄に掲げる港湾施設について、

それぞれ同表の負担経費の欄に掲げる」を加え、同条の表以外の部分ただし書

中「が公益上特に認めたときは、負担経費を軽減する」を「は、公益上特別の

理由があると認めるときは、当該経費を減額する」に改める。 

第１９条第１項各号列記以外の部分中「第２条に定める施設」を「第２条各

号に定める港湾施設」に改め、同項第３号中「橋梁」を「橋梁」に、「キャタ

ピラ付」を「キャタピラ付き」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「第

５条第１項」を「第５条」に、「者は」を「ものは」に改め、同項第１号アか

らエまで以外の部分中「者」を「者 次に掲げる事項」に改め、同号ア中「防

げん具」を「防舷具」に改め、同項第２号アからエまで以外の部分中「者」を

「者 次に掲げる事項」に改め、同号ア中「各」を削り、同号イ中「旨を」の

次に「市長に」を加え、同号エ中「は、」を削り、同項第３号ア及びイ以外の

部分中「者」を「者 次に掲げる事項」に改める。 

   付 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第２条第４号の改正

規定は、公布の日から施行する。 

りょう
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地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則

をここに公布する。 

令和２年３月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第２３号 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係規則の整備に 

関する規則 

 （北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正） 

第１条 北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（昭和３８年北

九州市規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「非常勤職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

８条の５第１項又は第２８条の６第２項の規定により採用された職員（以下

「再任用短時間勤務職員」という。）及び地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第１８条第

１項又は北九州市一般職の任期付職員の採用に関する条例（平成１５年北九

州市条例第６２号）第４条の規定により採用された職員（以下「任期付短時

間勤務職員」という。）を除く。）及び臨時的任用職員」を「地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用

職員及び同法第２２条の３第１項その他の法令の規定により臨時的に任用さ

れた職員（以下「会計年度任用職員等」という。）」に改める。 

  第２条第２項中「、育児休業法」を「、地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）」に改め、

同条第３項中「再任用短時間勤務職員」を「地方公務員法第２８条の５第１

項又は第２８条の６第２項の規定により採用された職員（以下「再任用短時

間勤務職員」という。）」に改め、同条第４項中「任期付短時間勤務職員」

を「育児休業法第１８条第１項又は北九州市一般職の任期付職員の採用に関

する条例（平成１５年北九州市条例第６２号）第４条の規定により採用され

た職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）」に改める。 

  第１４条第１項各号列記以外の部分中「該当する職員」を「該当する者」

に、「（以下「規則適用異動職員」という。）となった場合において、その

職員」を「となった場合における当該職員（以下「規則適用異動職員」とい

う。）」に、「基づき」を「より」に改め、同項第１号中「受ける教職員」

の次に「（会計年度任用職員等を除く。）」を加え、同項第２号中「企業職

員」の次に「（会計年度任用職員等を除く。）」を加え、同条第２項及び第

３項中「基づき」を「より」に改める。 
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  第１５条の次に次の１条を加える。 

 第１６条 会計年度任用職員等が引き続きこの規則の適用を受ける職員とな

った場合における当該職員（以下「規則適用会計年度任用職員等」という

。）に対し異動日から異動日の属する休暇年度の末日までに与える年次休

暇の日数は、第７条第１項及び第２項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる規則適用会計年度任用職員等の区分に応じ、当該各号に定める日数と

する。ただし、１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時

間数の変更により、これにより難いと認める場合は、市長が別に定める。 

（１） 次号以外の規則適用会計年度任用職員等 第７条第１項に定める

日数に規則適用会計年度任用職員等が異動日の前日までに適用を受けて

いた勤務時間、休日、休暇等に関する条例、規則、規程その他任命権者

が定めるもの（以下「従前の会計年度任用職員等に係る条例等」という

。）により使用できるとされた年次休暇の日数を加えた日数（当該加え

た日数が、２０日を超えるときは２０日、労働基準法第３９条第１項か

ら第３項までに規定する日数に満たないときは当該規定する日数）から

異動日の前日までに既に使用した年次休暇の日数を差し引いた日数 

（２） 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間

勤務職員である規則適用会計年度任用職員等 第７条第１項ただし書及

び第２項に定める日数に規則適用会計年度任用職員等が従前の会計年度

任用職員等に係る条例等により使用できるとされた年次休暇の日数を加

えた日数（当該加えた日数が、同項に定める日数を超えるときは同項に

定める日数、労働基準法第３９条第１項から第３項までに規定する日数

に満たないときは当該規定する日数）から異動日の前日までに既に使用

した年次休暇の日数を差し引いた日数 

２ 異動日の前日までに、従前の会計年度任用職員等に係る条例等により規

則適用会計年度任用職員等に与えられた特別休暇、病気休暇、介護休暇及

び介護時間に相当する休暇は、この規則の規定により与えられたものとみ

なす。 

 （北九州市職員の職名等に関する規則の一部改正） 

第２条 北九州市職員の職名等に関する規則（昭和３８年北九州市規則第１６

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「勤務する」の次に「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号

）第３条第２項に規定する」を加え、「臨時的任用職員を除く。」を削る。 

第２条に次のただし書を加える。 

ただし、地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員
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について、同表に掲げる職名及び職種名により難い場合は、市長が別に定

める。 

 （北九州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正） 

第３条 北九州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和３９年北九

州市規則第８８号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４条」の次に「（第１項に係る部分に限り、条例第２７条

第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。）」を加え

、「もとづき」を「基づき」に、「および」を「及び」に改める。 

第２条第３号中「。以下「分限条例」という。」を削り、同条第１０号中

「のうち、教職員給与条例の適用を受ける教職員（北九州市立の小学校、中

学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条例（平成２８年北九州市条

例第５７号）の適用を受ける教職員をいう。以下同じ。）及び企業職員（北

九州市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和３８年

北九州市条例第１２２号）、北九州市交通局企業職員の給与の種類及び基準

を定める条例（昭和３９年北九州市条例第１０７号）又は北九州市公営競技

局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成３０年北九州市条例第

２２号）の適用を受ける職員をいう。以下同じ。）以外の職員（以下「法人

派遣職員」という。）で」を「（以下「法人派遣職員」という。）のうち」

に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 条例第２７条第３項において条例第２４条第１項の規定を読み替えて適

用する場合における同項前段の規則で定める期間は、６箇月とし、任用期

間が６箇月未満の職員には、期末手当を支給しない。 

第３条第１号中「前条各号」を「前条第１項各号」に改め、同条第２号ア

からエまで以外の部分中「臨時又は非常勤である者（法第２８条の５第１項

又は第２８条の６第２項の規定により採用された職員（以下「再任用短時間

勤務職員」という。）、育児休業法第１８条第１項に規定する短時間勤務職

員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）及び北九州市一般職の任期付

職員の採用に関する条例（平成１５年北九州市条例第６２号）第４条の規定

により採用された職員（以下「任期付条例第４条職員」という。）を除く。

）」を「支給日に期末手当が支給されない者」に改め、同号エを同号オとし

、同号ウ中「企業職員」の次に「（北九州市上下水道局企業職員の給与の種

類及び基準を定める条例（昭和３８年北九州市条例第１２２号）、北九州市

交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和３９年北九州市条

例第１０７号）又は北九州市公営競技局企業職員の給与の種類及び基準を定

める条例（平成３０年北九州市条例第２２号）の適用を受ける職員をいう。
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以下同じ。）」を加え、同号ウを同号エとし、同号イ中「受ける教職員」の

次に「（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関

する条例（平成２８年北九州市条例第５７号）の適用を受ける教職員をいう

。以下同じ。）」を加え、同号イを同号ウとし、同号アの次に次のように加

える。 

イ 報酬条例の適用を受ける会計年度任用職員（非常勤職員の報酬、費

用弁償及び期末手当に関する条例（昭和３８年北九州市条例第７３号

。以下「報酬条例」という。）の適用を受ける法第２２条の２第１項

第１号に掲げる職員をいう。以下同じ。） 

第３条第３号アからオまで以外の部分中「（臨時又は非常勤である者（再

任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、地方公共団体の一般職の任期

付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第５条各項に規定す

る短時間勤務職員、国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第８１条の

５第１項に規定する短時間勤務の官職を占める者及び国家公務員の育児休業

等に関する法律（平成３年法律第１０９号）第２３条第２項に規定する任期

付短時間勤務職員を除く。）を除く。）」を削り、同号エ中「第８条第１項

」の次に「及び第１０条第１項」を加え、同条に次の２項を加える。 

 ２ 条例第２７条第３項において条例第２４条第１項の規定を読み替えて適

用する場合における同項後段の規則で定める期間は、６箇月とし、任用期

間が６箇月未満の職員には、期末手当を支給しない。 

３ 条例第２７条第３項において条例第２４条第１項の規定を読み替えて適

用する場合における同項後段の規則で定める者は、第１項各号に掲げる職

員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 

第４条中「前条第２号」を「前条第１項第２号」に、「期末手当」を「、

期末手当」に改める。 

  第５条中「常勤の職員（条例の適用を受ける職員で第７条第２項第３号に

規定する臨時職員又は非常勤職員以外の職員をいう。以下同じ。）、再任用

短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は任期付条例第４条職員」を「職

員」に改める。 

第７条第２項第１号中「第２条第１号」を「第２条第１項第１号」に改め

、同項第３号中「第２条第５号若しくは」を「第２条第１項第５号又は」に

改め、「又は臨時職員若しくは非常勤職員（条例第２７条の規定の適用を受

ける職員をいう。以下同じ。）」を削り、同条第３項を削る。 

第８条第１項各号列記以外の部分中「次に掲げる者」の次に「（第１号に

掲げる者及び第３号に掲げる者のうち法第２２条の２第１項第１号に掲げる
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職員であるものにあっては、任命権者が定める規則その他の規程により定め

られた１週間当たりの勤務時間が１５時間３０分以上の者に限る。）」を加

え、「第４号から第８号まで」を「第５号から第９号まで」に、「在職期間

」を「期間」に改め、同項中第８号を第９号とし、第１号から第７号までを

１号ずつ繰り下げ、同項に第１号として次の１号を加える。 

（１） 報酬条例の適用を受ける会計年度任用職員 

第８条第２項中「期間」を「在職した期間」に改め、「及び第３項」を削

る。 

第９条第１号中「第２条第１号」を「第２条第１項第１号」に改める。 

第１０条第１項各号列記以外の部分中「勤勉手当を」を「、勤勉手当を」

に改め、同項ただし書を削り、同項第１号中「休職されていた者。」を「次

のいずれかに該当する職員であった者」に改め、同号ただし書を削り、同号

に次のように加える。 

ア 第２条第１項第１号、第２号、第５号から第７号まで又は第９号の

いずれかに該当する職員 

 イ 休職にされていた職員（公務等傷病による休職者を除く。） 

ウ 派遣職員 

エ 法人派遣職員 

第１０条第１項第２号及び第３号を次のように改める。 

（２） その退職の後勤勉手当基準日までの間において次に掲げる者（支

給日に勤勉手当が支給されない者を除く。）となった者 

 ア 条例の適用を受ける職員 

 イ 教職員給与条例の適用を受ける教職員 

 ウ 企業職員 

 エ 北九州市の特別職に属する地方公務員 

（３） その退職に引き続き次に掲げる者となった者 

ア 北九州市の職員以外の地方公務員（市長の定める者を除く。） 

イ 国家公務員（市長の定める者を除く。） 

ウ 地方独立行政法人北九州市立病院機構に使用される者（市長の定め

る者を除く。） 

エ 国公立大学法人等に使用される者（市長の定める者を除く。） 

オ 派遣条例第１０条に規定する特定法人の役職員（市長の定める者を

除く。） 

第１０条第１項第４号及び第５号を削る。 

第１４条第２項第１号中「第２条第１号」を「第２条第１項第１号」に、
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「若しくは第９号」を「又は第９号」に改め、「又は臨時職員若しくは非常

勤職員」を削り、同項第５号中「第１０条の２第１項」の次に「又は北九州

市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和３８年北九州市条例第

２０号。以下「勤務時間条例」という。）第１１条の規定により任命権者が

別に定めるもの（以下「任命権者が定める規則等」という。）」を加え、「

及び同規則第１０条の３第１項」を「、同規則第１０条の３第１項又は任命

権者が定める規則等」に改め、「介護時間」という。）」の次に「及び任命

権者が定める規則等に規定する育児時間又は公務外の負傷若しくは疾病によ

る休暇」を加え、同項第６号中「再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務

職員又は任期付条例第４条職員」を「法第２８条の５第１項若しくは第２８

条の６第２項の規定により採用された職員、育児休業法第１８条第１項に規

定する短時間勤務職員又は北九州市一般職の任期付職員の採用に関する条例

（平成１５年北九州市条例第６２号）第４条の規定により採用された職員」

に、「北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和３８年北

九州市条例第２０号。以下「勤務時間条例」という。）」を「勤務時間条例

」に改め、同条第４項各号列記以外の部分中「除算は行わない」を「除算し

ない」に改め、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５

号までを１号ずつ繰り上げる。 

 （北九州市職員衛生管理規則の一部改正） 

第４条 北九州市職員衛生管理規則（昭和３９年北九州市規則第９４号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条中「職員とは」を「「職員」とは」に、「及び市長の所管に属する

教育機関の職員で」を「の職員で地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号

）第３条第２項に規定する」に改め、「（臨時的任用職員を除く。）」を削

る。

  第１１条第１項中「（昭和２５年法律第２６１号）」を削り、「基づき」

を「より」に改める。

  第２０条の次に次の１条を加える。

  （会計年度任用職員等の健康診断）

第２０条の２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員及び同法第２２条の３第１項その他の法令の規定により臨時的に任用さ

れた職員の健康診断については、第７条から前条までの規定にかかわらず

、主任管理者が別に定める。   

（北九州市職員表彰規則の一部改正）

第５条 北九州市職員表彰規則（昭和４０年北九州市規則第６０号）の一部を
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次のように改正する。

  第１条中「北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与

に関する条例（平成２８年北九州市条例第５７号）第２条第１号に規定する

教職員」を「北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する条例（平成２８年北九州市条例第６０号）第１

条に規定する教職員（以下「教職員」という。）」に改める。

  第４条中「、職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員又は同法第２２条の３第１項その他の法令の規定により

臨時的に任用された職員（以下「会計年度任用職員等」という。）を除く。

以下この条及び第８条第１号において同じ。）」を加え、「（臨時的任用職

員の期間を除く。）」を削る。

  第８条第１号中「、職員となった日から起算し」を削り、「まで」の次に

「の職員として在籍した期間」を加え、同条第２号中「北九州市立の小学校

、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条例第２条第１号に規定

する教職員」を「教職員（会計年度任用職員等を除く。）」に改め、同条第

４号を削る。

 （北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正）

第６条 北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（昭和４１年北九

州市規則第６８号）の一部を次のように改正する。

  第５条第２項を次のように改める。

２ 条例第４条に規定する規則で定める時間は、３時間３０分とする。

 （北九州市職員厚生会規則の一部改正）

第７条 北九州市職員厚生会規則（昭和４２年北九州市規則第７６号）の一部

を次のように改正する。

  第３条第２号中「北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員

の給与に関する条例（平成２８年北九州市条例第５７号）第２条第１号」を

「北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例（平成２８年北九州市条例第６０号）第１条」に、「

及び臨時的任用職員」を「、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員及び同法第２２条の３第１項

その他の法令の規定により臨時的に任用された職員」に改める。

（北九州市職員被服貸与規則の一部改正） 

第８条 北九州市職員被服貸与規則（昭和４４年北九州市規則第１７号）の一

部を次のように改正する。 

第１条を次のように改める。 
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（趣旨） 

第１条 北九州市の職員の職務の執行上必要な被服の貸与については、別に

定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 （北九州市職員見舞金支給規則の一部改正） 

第９条 北九州市職員見舞金支給規則（昭和４８年北九州市規則第５８号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条を次のように改める。 

（定義） 

第２条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。 

（１） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定

する特別職に属する地方公務員で常勤のもの 

（２） 地方公務員法第３条第２項に規定する一般職に属する職員で次に

掲げる者以外のもの 

ア 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（ウ

に掲げる者を除く。） 

イ 地方公務員法第２２条の３第１項その他の法令の規定により臨時的

に任用された職員（ウに掲げる者を除く。） 

ウ 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項に規

定する企業職員 

付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置）

２ 令和２年６月１日に在職する職員に対して支給する期末手当の算定に係る

北九州市職員の給与に関する条例（昭和３８年北九州市条例第２４号）第２

４条第２項の在職期間には、第３条の規定による改正前の北九州市職員の期

末手当及び勤勉手当に関する規則（次項において「改正前の期末勤勉規則」

という。）第７条第３項の常勤の職員と同様であるものであった期間（市長

が定める期間を除く。）を算入するものとする。 

３ 令和２年６月１日に在職する職員に対して支給する勤勉手当の算定に係る

北九州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第１３条第１項の勤務期

間には、改正前の期末勤勉規則第７条第３項の常勤の職員と同様であるもの

であった期間（市長が定める期間を除く。）を算入するものとする。 

４ 前２項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市

長が別に定める。 
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北九州市芸術文化施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する

。 

令和２年３月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第２４号 

北九州市芸術文化施設条例施行規則の一部を改正する規則 

北九州市芸術文化施設条例施行規則（平成１５年北九州市規則第８３号）の

一部を次のように改正する。 

別表第２の音楽堂の器具使用料の項中 

 音響器具用

スタンド 

１本につき１時間又はその端数ごとに３０円 

 音響器具用

スタンド 

１本につき１時間又はその端数ごとに３０円 

映

写

機

特殊プロジ

ェクター 

１台につき１時間又はその端数ごとに１，５００円 

改め、同表の音楽堂の器具使用料の舞台器具の項中 

日舞用そで １式につき１時間又はその端数ごとに３９０円 

日舞用そで １式につき１時間又はその端数ごとに３９０円 

映写幕 １枚につき１時間又はその端数ごとに２２０円 

 小 １個につき１時間又はその端数ごとに１０円 

 小 １個につき１時間又はその端数ごとに１０円 

演台 １式につき１時間又はその端数ごとに７０円 

改める。 

   付 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

「

を

に 

」

「

」

「

を

に、 

「

「

を

に 

」

「

」

」

」
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北九州市事務分掌規則及び北九州市事業所事務分掌規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

令和２年３月３１日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第２５号

北九州市事務分掌規則及び北九州市事業所事務分掌規則の一部を

改正する規則

（北九州市事務分掌規則の一部改正）

第１条 北九州市事務分掌規則（昭和４３年北九州市規則第７５号）の一部を

次のように改正する。

第１条総務局人事部人事課の項中「人材育成係」を削り、「組織管理係」

を
「組織管理係

に改め、同条財政局税務部の項中
「収税課

を
「収税企

人材開発係」 企画係」 収税

画課
に改め、同条保健福祉局総務部難病相談支援センターの項中「認定

企画係」

審査係」を「企画調整係」に改め、同条保健福祉局障害福祉部障害者支援課

「障害福祉施設係 「地域生活支援係

の項中 障害者事業支援係 を 障害福祉施設係 に改め、同条保健福

地域生活支援係 」 障害福祉サービス係」

祉局健康医療部健康推進課の項中
「企画係

を
「健康づくり推進係

に
国保健診係」 健診係 」

改め、同条環境局の項中「環境国際経済部」を「環境経済部」に改め、同条

環境局環境国際経済部環境国際戦略課の項を削り、同条環境局環境国際経済

部の項の次に次のように加える。

環境国際部

環境国際戦略課

企画調整係

事業化支援係

国際連携推進係

第１条産業経済局雇用・生産性改革推進部の項中
「生産性改革推進課

生産性改革・設備導

を
「スタートアップ推進課

に改め、同条産業経済局地域・観
入推進係」 スタートアップ推進係」

光産業振興部観光課観光資源磨き上げ係の項を削り、同条産業経済局地域・

観光産業振興部門司港レトロ課の項中「振興係」を
「企画調整係

に改め、
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振興係 」

同条産業経済局地域・観光産業振興部ＭＩＣＥ推進課の項中「都心集客係」

を
「ＭＩＣＥ推進係

に改め、同条建設局河川部神嶽川旦過地区整備室の項
都心集客係 」

中「換地係」を
「換地係

施設整備係」
に改め、同条建築都市局都市再生推進部都市

再生企画課の項中
「企画第一係

を
「企画係

に改め、同条建築都市局
企画第二係」 拠点開発係」

都市再生推進部まちなか再生支援課の項中
「事業第一係

を
「まちなか再生

事業第二係」 事業支援係

支援係
に改め、同条建築都市局建築部施設保全課の項中「保全指導係」を

」

「保全指導・調整係」に改め、同条港湾空港局港湾整備部の項中「整備保全

課」を「整備課」に改める。

第３条技術監理局技術部検査課検査管理係の項中第４号を削り、第５号を

第４号とし、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同条企画調整局都

市マネジメント政策部都市マネジメント政策課都市マネジメント政策係の項

第６号を削り、同条企画調整局国際部アジア交流課交流第一係の項第３号中

「その他東南アジア諸国」を削り、同項第５号中「及び上海事務所」を削り

、同項に次の１号を加える。

（６） 国際交流員の中国における業務の支援に関すること。

第３条企画調整局国際部アジア交流課交流第二係の項第３号中「カンボジ

ア」を「東南アジア諸国（ベトナムを除く。）」に改め、同項第４号中「業

務支援」を「韓国における業務の支援」に改め、同条総務局人事部人事課人

材育成係の項を削り、同条総務局人事部人事課組織管理係の項第２号中「臨

時的任用」の次に「及び会計年度任用等」を加え、同条総務局人事部人事課

の項に次のように加える。

人材開発係

（１） 職員の人材開発の調査及び企画に関すること。

（２） 職員の能力の向上に関すること。

（３） 職員の採用制度に関すること。

（４） 職員の分限に関すること。

（５） 職員の提案制度に関すること。

（６） 公務災害補償等についての審査請求に関すること。

第３条財政局税務部の項中
「収税課

を
「収税企画課

に改め、同条
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企画係」 収税企画係」

保健福祉局総務部難病相談支援センターの項中「認定審査係」を「企画調整

係」に改め、同条保健福祉局総務部難病相談支援センター認定審査係の項に

次の１号を加える。

（５） 疾病対策に関すること。

第３条保健福祉局障害福祉部障害者支援課障害福祉施設係、障害者事業支

援係及び地域生活支援係の項を次のように改める。

地域生活支援係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 障害者の在宅支援に関すること。

（３） 地域生活支援事業（他係の所管に属するものを除く。）

の実施に関すること。

（４） 補装具及び日常生活用具に関すること。

（５） 自立支援医療の支給等（子ども家庭局の所管に属するも

の及び精神保健に関するものを除く。）に関すること。

（６） 重度障害者医療費の支給事業の企画、啓発及び統計調査

に関すること。

（７） 重度障害者医療費の受給資格者の資格に係る事務及び医

療証に係る事務の調整に関すること。

（８） 重度障害者医療費の支給に関連する返還金の請求事務に

関すること。

（９） 重度障害者医療費の保険医療機関、医療担当者等への支

給等に関すること。

障害福祉施設係

（１） 障害福祉施設の整備及び運営に関すること。

（２） 障害福祉システムに関すること。

（３） 市立障害福祉施設（他課の所管に属するものを除く。）

の指定管理に関すること。

障害福祉サービス係

（１） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）に基づく介護給付及び訓

練等給付に関すること。

（２） 障害支援区分認定に関すること（総務部地域リハビリテ

ーション推進課の所管に属するものを除く。）。

（３） 障害児の支援に関すること（他係の所管に属するものを
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除く。）。

第３条保健福祉局健康医療部健康推進課の項中「企画係」を「健康づくり

推進係」に改め、同条保健福祉局健康医療部健康推進課企画係の項第２号中

「健康増進事業」の次に「（各種検診を除く。）」を加え、同項第１１号を

削り、同条保健福祉局健康医療部健康推進課国保健診係の項を次のように改

める。

健診係

（１） 健康増進法の規定による各種検診に関すること。

（２） 国民健康保険の特定健診及び特定保健指導に関すること

。

（３） 後期高齢者の保健指導に関すること。

第３条保健福祉局人権推進センター人権文化推進課企画調整係の項第１号

中「課」を「センター、課」に改め、同条保健福祉局人権推進センター同和

対策課管理係の項第１号中「センター、課」を「課」に改め、同条環境局の

項中「環境国際経済部」を「環境経済部」に改め、同条環境局環境国際経済

部環境国際戦略課の項を削り、同条環境局環境国際経済部の項の次に次のよ

うに加える。

環境国際部

環境国際戦略課

企画調整係

事業化支援係

国際連携推進係

（１） 課の庶務に関すること（企画調整係に限る。）。

（２） アジア低炭素化センターの管理及び運営に関すること（

企画調整係に限る。）。

（３） 環境国際ビジネスの事業化に向けた支援に関すること（

事業化支援係に限る。）。

（４） 国際機関との連携に関すること（国際連携推進係に限る

。）。

（５） 環境国際協力の推進に関すること。

（６） 環境国際ビジネスの推進に関すること。

第３条環境局循環社会推進部循環社会推進課資源化推進係の項に次の１号

を加える。

（４） 事業系一般廃棄物の適正処理及び適正排出の啓発及び指

導に関すること。
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第３条環境局循環社会推進部業務課業務第一係の項第１２号を削り、同条

産業経済局雇用・生産性改革推進部の項中
「生産性改革推進課

生産性改革・設備導入推進係

を
「スタートアップ推進課

に改め、同条産業経済局雇用・生産性改革
」 スタートアップ推進係」

推進部生産性改革推進課生産性改革・設備導入推進係の項中第２号を削り、

第３号を第２号とし、同項第４号中「スタートアップ創出支援」を「ベンチ

ャー・スタートアップ創出支援」に改め、同号を同項第３号とし、同項第５

号中「ベンチャー企業の創出」を「ベンチャー企業及びスタートアップ企業

の誘致」に改め、同号を同項第４号とし、同項に次の３号を加える。

（５） 国際ビジネスの振興に関すること。

（６） 貿易関連企業及び貿易関係団体の育成及び支援に関する

こと。

（７） 貿易関連機関及び貿易関係団体との連絡調整に関するこ

と。

第３条産業経済局雇用・生産性改革推進部中小企業振興課中小企業係の項

第７号を次のように改める。

（７） 中小企業の事業承継に関すること。

第３条産業経済局雇用・生産性改革推進部中小企業振興課中小企業係の項

第８号及び第９号を削り、同条産業経済局地域・観光産業振興部観光課観光

企画係の項に次の１号を加える。

（４） 観光施設（他課の所管に属するものを除く。）の整備及

び運営に関すること。

第３条産業経済局地域・観光産業振興部観光課観光資源磨き上げ係の項を

削り、同条産業経済局地域・観光産業振興部門司港レトロ課の項を次のよう

に改める。

門司港レトロ課

企画調整係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 門司港レトロに係る関係機関等の窓口及び連絡調整に関

すること。

（３） 門司港レトロに係る観光施設の管理運営に関すること。

振興係

（１） 門司港レトロに係る観光振興に関すること。

（２） 門司港レトロに係る観光事業者、団体等の活性化に関す
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ること。

第３条産業経済局地域・観光産業振興部ＭＩＣＥ推進課の項を次のように

改める。

ＭＩＣＥ推進課

ＭＩＣＥ推進係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） ＭＩＣＥ戦略に関すること。

（３） 北九州観光コンベンション協会に関すること。

都心集客係

（１） イベント戦略に関すること。

第３条産業経済局農林水産部農林課管理係の項に次の２号を加える。

（４） 地産地消の推進に関すること。

（５） 農業金融の総括に関すること。

第３条産業経済局農林水産部農林課企画・生産振興係の項中第７号を削り

、第８号を第７号とし、第９号を削り、同条建設局河川部神嶽川旦過地区整

備室の項に次のように加える。

施設整備係

（１） 神嶽川旦過地区の整備に係る施設計画、設計及び工事に

関すること。

第３条建築都市局計画部都市計画課計画調整係の項に次の１号を加える。

（１１） 立地適正化計画に係る届出等に関すること。

第３条建築都市局計画部都市計画課土地利用係の項第６号を削り、同条建

築都市局計画部都市計画課地区計画係の項第４号を削り、同条建築都市局計

画部都市交通政策課企画調査係の項第３号中「総括」の次に「及び総合的な

調整」を加え、同項第４号中「交通調査の総括」を「の総合交通調査」に改

め、同項中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条建築都市局計画部都市

交通政策課公共交通係の項第６号中「地域公共交通確保維持改善事業費補助

金」を「公共交通に係る国の補助金」に改め、同条建築都市局計画部都市交

通政策課交通計画係の項に次の１号を加える。

（６） 旧交通科学館の跡施設に関すること。

第３条建築都市局指導部建築指導課指導係の項第１２号中「特定既存耐震

不適格建築物」を「建築物」に改め、同条建築都市局指導部監察指導課建築

法規係の項第２号中「及び」を「に係る」に改め、同条建築都市局指導部建

築審査課審査係の項に次の１号を加える。

（１１） 狭あい道路拡幅整備事業の推進に関すること（他局及
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び他課の所管に属するものを除く。）。

第３条建築都市局都市再生推進部都市再生企画課事業調整係の項第５号を

削り、同条建築都市局都市再生推進部都市再生企画課の項中
「企画第一係

企画第二係」

を「企画係」に改め、同条建築都市局都市再生推進部都市再生企画課の項に

次のように加える。

拠点開発係

（１） 街なか拠点のまちづくりに係る調査及び計画に関するこ

と。

第３条建築都市局都市再生推進部まちなか再生支援課の項を次のように改

める。

まちなか再生支援課

まちなか再生支援係

事業支援係

（１） 課の庶務に関すること（まちなか再生支援係に限る。）

。

（２） 都市機能誘導区域内における民間開発の誘導に関するこ

と。

（３） 市街地再開発事業に関すること。

（４） 優良建築物等整備事業に関すること。

（５） 住宅市街地総合整備事業に関すること（まちなか再生支

援係に限る。）。

（６） 街なか拠点のまちづくりの支援及び実施に関すること（

事業支援係に限る。）。

第３条建築都市局住宅部空き家活用推進室調整係の項第４号中「こと」の

次に「（制度設計、予算、決算及び会計検査に係るものに限る。）」を加え

、同条建築都市局住宅部空き家活用推進室ストック活用係の項第４号を削り

、同条建築都市局建築部施設保全課の項中「保全指導係」を「保全指導・調

整係」に改め、同条港湾空港局総務部総務課庶務係の項中第８号を第９号と

し、第７号の次に次の１号を加える。

（８） 北九州港振興協会に関すること。

第３条港湾空港局総務部クルーズ・交流課交流・イベント係の項中第４号

を削り、第５号を第４号とし、同条港湾空港局港営部港営課港務係の項中第

６号を削り、第７号を第６号とし、第８号から第１０号までを１号ずつ繰り

上げ、同項に次の１号を加える。
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（１０） 基幹統計その他港湾に関する各種統計に関すること。

第３条港湾空港局港営部港営課海務・情報係の項第８号を削り、同条港湾

空港局港営部港営課指導調整係の項第２号中「の総括」を削り、同項第４号

中「規制の総括」を「規制等」に改め、同条港湾空港局港営部港営課業務管

理係の項中第６号及び第７号を削り、第８号を第６号とし、第９号を第７号

とし、同条港湾空港局港湾整備部の項中「整備保全課」を「整備課」に改め

る。

（北九州市事業所事務分掌規則の一部改正）

第２条 北九州市事業所事務分掌規則（昭和４３年北九州市規則第７７号）の

一部を次のように改正する。

第４条第２項中「、漫画ミュージアム及び環境エレクトロニクス研究所」

を「及び漫画ミュージアム」に改める。

別表第１の産業経済局の項中

「

地域・観 北九州市渡船 北九州市戸畑 第３類 所長

光産業振 事業所 区北鳥旗町１

興部 １番１号

を

北九州市環境 北九州市若松 第２類 所長

エレクトロニ 区ひびきの１

クス研究所 番８号

」

「

地域・観 北九州市渡船 北九州市戸畑 第３類 所長

光産業振 事業所 区北鳥旗町１ に

興部 １番１号

」

改め、同表の戸畑区役所の保健福祉課の項中

「

北九州市立天 北九州市戸畑 第４類 所長

籟寺保育所 区菅原一丁目

５番７号

を

北九州市立西 北九州市戸畑 第４類 所長

戸畑保育所 区南鳥旗町３
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番１７号

」

「

北九州市立西 北九州市戸畑 第４類 所長

戸畑保育所 区南鳥旗町３ に

番１７号

」

改める。

別表第２の子ども総合センター庶務係の項中第４号を削り、第５号を第４

号とし、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同表の子ども総合セン

相談第一係

ター
相談第二係

の項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を削り、
相談第三係

相談第四係

第９号を第７号とし、第１０号を第８号とし、同項の次に次のように加える

。

家庭復帰支援係

（１） 措置児童の指導に関すること。

（２） 児童記録等の整理保管に関すること。

（３） 児童福祉法等に基づく統計に関すること。

別表第２の環境エレクトロニクス研究所の項を削り、同表の折尾総合整備

事務所の項中「計画課」を「事業調整課」に改め、同表の折尾総合整備事務

所計画課管理係の項第２号を削り、同表の折尾総合整備事務所計画課事業調

整係の項に次の３号を加える。

（２） 折尾地区総合整備事業に係る関係団体等との連絡調整に関

すること。

（３） 連続立体交差事業において九州旅客鉄道株式会社が施工す

る工事に伴う補償及び地元対応等に関すること。

（４） 連続立体交差事業の整備に伴う認可申請及び調査等に関す

ること。

別表第２の折尾総合整備事務所の項中
「区画整理事業課

を
「整備課

事業係 」 区画整理

事業係」
に改め、同表の折尾総合整備事務所区画整理事業課の項に次のよう

に加える。
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工事係

（１） 街路事業等の整備に伴う認可申請、調査及び設計並びに工

事に関すること。

（２） 土地区画整理事業及び連続立体交差事業の工事に係る調査

、設計及び施工に関すること。

別表第２の折尾総合整備事務所工事課の項を削る。

付 則

（施行期日）

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。

（北九州市公印規則の一部改正）

２ 北九州市公印規則（昭和３８年北九州市規則第６号）の一部を次のように

改正する。

別表第１の専用市長印の折尾総合整備事務所専用北九州市長印の項中

「 「

折尾総合整 折尾総合整 折尾総合整 折尾総合整

備事務所計 備事務所計 を 備事務所事 備事務所事 に

画課長 画課 業調整課長 業調整課

」 」

改める。

（北九州市会計規則の一部改正）

３ 北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１の会計管理者の命を受けてつかさどる当該局部課において取り扱

う現金、物品及び有価証券並びに使用不能物品の出納保管事務の項中

「

収税課 収税課長 を

」

「

収税企画課 収税企画課長 に、

」

「

環境国際 温暖化対策課 温暖化対策課長

経済部

地域エネルギー推進課 地域エネルギー推進課長

を
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環境産業推進課 環境産業推進課長

環境国際戦略課 環境国際戦略課長

」

「

環境経済 温暖化対策課 温暖化対策課長

部

地域エネルギー推進課 地域エネルギー推進課長

に、

環境産業推進課 環境産業推進課長

環境国際 環境国際戦略課 環境国際戦略課長

部

」

「

生産性改革推進課 生産性改革推進課長 を

」

「

スタートアップ推進課 スタートアップ推進課長 に、

」

「

消防団・市民防災課 消防団・市民防災課長 を

」

「

消防団課 消防団課長 に

」

改める。

別表第２の門司区会計管理者の命を受けてつかさどる当該局部課において

取り扱う現金、物品及び有価証券並びに使用不能物品の出納保管事務の項中

「

整備保全課 整備保全課長 を

」

「

整備課 整備課長 に

」
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改め、同表の若松区会計管理者の命を受けてつかさどる当該局部課において

取り扱う現金、物品及び有価証券並びに使用不能物品の出納保管事務の項中

「

西部市 若松税務課 若松税務課長

税事務

所

産業経 環境エ 環境エレクトロ 環境エレクトロニクス研 を

済局 レクト ニクス研究所事 究所事務局長

ロニク 務局

ス研究

所

」

「

西部市 若松税務課 若松税務課長

税事務 に

所

」

改め、同表の八幡西区会計管理者の命を受けてつかさどる当該局部課におい

て取り扱う現金、物品及び有価証券並びに使用不能物品の出納保管事務の項

中

「

計画課 計画課長

区画整理事業課 区画整理事業課長 を

工事課 工事課長

」

「

事業調整課 事業調整課長

に

整備課 整備課長

」

改める。
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